
   
 

学校法人 大原学園 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校 
介護職員初任者研修（通信）学則 

 

（事業者の名称及び所在地） 

第1条 本研修は、次の事業者が実施する。 

法人等の名称     学校法人 大原学園 

本部所在地      東京都千代田区西神田１－２－１０ 

代表者の氏名     中川 和久 

研修実施主体の名称  大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校 

研修実施主体の所在地 山梨県甲府市丸の内２－８－８ 

 

（研修事業の名称） 

第2条 研修事業の名称は次のとおりとする。 

学校法人 大原学園 介護職員初任者研修 

 

（目 的） 

第3条 この研修は、超高齢社会到来により生ずる社会構造の変化へ対応する新たな人材 

育成に寄与すべく、公的性格の高揚を図り、高齢者等の多様化するニーズに対応した 

専門的な知識、技術を有する介護に従事する職員を養成することを目的とする。 

 

（実施課程及び形式） 

第4条 前条の目的を達成するために、次の研修事業（以下研修という。）を実施する。 

介護職員初任者研修（通信形式） 

 

（研修会場） 

第5条 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校 

    10 階 1001 教室、3階 介護実習室 

 

（研修カリキュラム） 

第6条 研修を修了するために履修しなければならないカリキュラムは「研修区分表」 

 「通信分日程表」「通学分日程表」のとおりとする。         

 

（受講定員） 

第7条 受講定員は 30 名とする。 

    

 

 

 



   
 

（研修担当者名及び連絡先） 

第8条 研修事業は当校介護職員初任者研修事務局で行う。 

    研修責任者   田口 貴之  

    研修担当者及び 

苦情相談担当者 田口 貴之 

    連絡先 ０５５-２３６-１７２１㈹ 

 

（講師名及び担当科目） 

第9条 研修を担当する講師及び担当科目は「講師一覧表」のとおりとする。 

 

（研修修了の認定方法） 

第10条 修了の認定は、介護技術の習得（70％以上）が認定され、かつ全科目を履修した 

      者に対して１時間程度の筆記試験を行う。 

筆記試験の正答率は 70％以上とし、修了認定会議で修了と認められた者とする。 

なお、修了の認定に必要な技術の習得及び筆記試験の認定基準に満たない者は、 

認定基準に達するまで、補講を実施する。ただし、本人が補講を拒否した場合は、 

修了証明書を交付しない。 

 

（開講時期） 

第11条 開講時期は次のとおりとする。 

  2023 年 4 月～2023 年 6 月 

 

（受講対象者） 

第12条  

（1） 山梨県及び近郊在住で、通学可能な概ね 18 歳以上の者とする。 

（2） 当学園医療事務コースに在籍する学生とする。 

 

（受講の手続き等） 

第13条 受講手続きは次のとおりとする。 

（1） 介護職員初任者研修担当に電話予約をする。予約の段階で定員管理を行い、定員に

達した時点で申し込み受け付けは終了する。 

（2） 予約した受講者は、当校指定の申込み用紙に必要事項を記載し、受付に受講料と 

申し込み用紙を持参し受講手続きを取る。 

（3） 受講料を銀行振込みとした場合には、振込証明書（コピー可）に受講申込書を 

そえて、受付に持参又は郵送し受講手続きをとる。 

 

（使用教材） 

第14条 研修に使用する教材は次のとおりとする。 



   
 

（財）長寿社会開発センター 介護職員初任者研修テキスト 

 

（補講の実施方法及び補講に係る費用の取扱い） 

第15条 補講の実施方法は、次のとおりとする。 

（1） 研修の一部を欠席したもので、やむを得ない事由があると認められる者については、

研修総時間の 1/3 以内の時間数であることを満たすとともに、原則として、研修 

開始日から 1年以内とし、科目・カリキュラム単位での補講しか認められない。 

（2） 補講は、当該科目・カリキュラム担当講師あるいは同程度の要件を持つ講師が直接

担当するものとする。なお、補講の実施形式にかかわらず、補講修了後に必ず 

受講者の評価を行う。 

（3） 「こころとからだのしくみと生活支援技術」の補講については、必ず担当講師が 

対面による直接指導とする。 

（4） 補講費用については、徴収しない。 

 

（受講料、教材費等及び返金等の取扱い） 

第16条 研修参加費用は次のとおりとする。 

内  訳 金  額 納付形態 納付期限 

受講料 75,005 円 一括納入 受講開始前日まで 

テキスト代 7,124 円 一括納入 受講開始前日まで 

 

なお、受講手続完了後、受講解約の申し出があった場合は、当校所定の規約に 

基づき返金額を計算し返還する。 

 

（本人確認及び個人情報の取扱い） 

第17条  

（1）  受講申込受付時に学生証・運転免許証等の提示により本人確認を実施する。 

なお、郵送での申込者に対しては初回講義時に運転免許証などの提示により 

本人確認を実施する。 

（2） 受講生から得た個人情報については、プライバシーポリシーに従い当該研修 

以外の個人情報の使用はしない。 

     
 

（施行細則） 

第18条 この学則に必要な細則並びに、この学則に定めのない事項で必要があると認め 

 られる時は、当校がこれを定める。 

 

（附則） 

この学則は 2023 年 4 月 1日から施行する。 



　講師一覧表

事業者名　学校法人　大原学園甲府校

氏　　名　 担当科目番号 資　　格 資格取得年月日 専任・兼任 備考

1 赤羽　真子 2、8、9 介護福祉士 平成14年4月19日 兼任

2 反田　暁洋 1、3、4、5、6、9
介護支援専門
員介護福祉士 平成10年4月16日 兼任

3 萩原　身和 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 看護師 平成9年4月21日 専任

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20








	1
	2
	3

